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安規：労働安全衛生規則 

 作    業 作業主任者名称 各規則条文 

１ 
潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作

業区分又はシャフトの内部において行う作業 
高圧室内作業主任者 高圧則 10 

２ 
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属

の溶接、溶断、加熱業務 
ガス溶接作業主任者 安規 314 

３ 

放射線業務 

・エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う装置の検査業務 

・エックス線管、ケノトロンのガス抜き又はエックス線発生を伴うこ

れらの検査業務 

エックス線作業主任者 電離則 46 

４ 掘削面の高さ 2ｍ以上の地山の掘削作業 地山の掘削作業主任者 安規 359 

５ 土止め支保工の切梁、腹起しの取付け又は取り外しの作業 土止め支保工作業主任者 安規 374 

６ 型わく支保工の組立て又は解体の作業 型枠支保工組立て等作業主任者 安規 246 

７ 
吊り足場、張出足場又は高さが 5ｍ以上の足場の組立、解体、

変更の作業（ゴンドラの吊り足場は除く） 足場の組立て等作業主任者 安規 565 

８ 酸素欠乏危険場所による作業 酸素欠乏危険作業主任者 酸欠 11 

９ 有機溶剤の製造又は取扱い 有機溶剤作業主任者 有機 19 

10 
石綿若しくは石綿をその重量の 0.1%を超えて含有する製剤そ

の他の物を取扱う作業、試験研究のため製造する作業 
石綿作業主任者 

石綿則 

19 

第１章 関係法令に基づく作業基準 

１作業主任者を選任すべき作業 
労働安全衛生法、同法施行令 
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